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令和７年第９回吉川市教育委員会会議 

付議案件等一覧 

 

 

 

 

 番号 議案等番号 件　　　　　　　　　　　　　　名

 

１ 第２５号議案 吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について

 

２ 第２６号議案
吉川市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則につい

て

 

３ 第２７号議案
令和８年度当初吉川市教職員人事異動方針及び令和８年度当初

吉川市立小・中学校教職員人事異動方針細部事項について

 

４ 第２８号議案 吉川市図書館条例施行規則の一部を改正する規則について

 

５ 第２９号議案 吉川市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則について

 

６ 第３０号議案 令和７年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について
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第２５号議案 

吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 

吉川市立小・中学校管理規則（昭和３２年吉川町教育委員会規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

　 

 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

令和７年９月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　清水孝二　　 

提案理由 

 改正後 改正前

  

（勤務時間の割振り等） 

第２０条　職員の学校職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号。以

下「条例」という。）第４条及び第５条第１項

の規定に基づく週休日、週休日のほかに設ける

勤務時間を割り振らない日及び勤務時間の割振

りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。 

２　条例第６条第１項（同条第２項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定に基づく

週休日又は週休日のほかに設ける勤務時間を割

り振らない日の振替及び４時間の勤務時間の割

振り変更は、校長が行う。 

　　

 

（勤務時間の割振り等） 

第２０条　職員の週休日及び勤務時間の割振り

は、学校運営の必要に応じて校長が定める。 

 

 

 

 

２　学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成７年埼玉県条例第２８号。以下「条例」

という。）第６条の規定に基づく週休日の振替

及び４時間の勤務時間の割振り変更は、校長が

行う。　　 
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　「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」（平成７年埼玉県条例第２８号）及び

「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」（平成７年埼玉県教育委員会規則第９号）

の一部改正に伴い、校長が定める週休日等の割振りを定めたいので、この案を提出するも

のである。
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第２６号議案 

吉川市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則について 

吉川市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年吉川町教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応

する同表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動後条項」

という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条項とし、移動後条項に対応す

る移動条が存在しない場合には、当該移動後条項（以下「追加条項」という。）を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに追加条

項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正

後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（別紙と表示され

た部分にあっては、当該別紙中様式の表示に下線が引かれた様式。以下「移動後様式」と

いう。）が存在する場合には、当該移動様式を当該移動後様式とし、移動後様式に対応す

る移動様式が存在しない場合には、当該移動後様式を加える。 

　 

 改正後 改正前

  

（職務専念） 

第９条　略 

２　略 

３　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に

関する条例（昭和３０年吉川町条例第４２号）

の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に

ついて承認を受けようとするときは、職務専念

義務免除願（様式第３号）をもって教育長又は

　 

（職務専念） 

第９条　略 

２　略 

３　職員は、職員の職務に専念する義務の特例に

関する条例（昭和３０年吉川町条例第４２号）

の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に

ついて承認を受けようとするときは、職務専念

義務免除願（様式第３号）をもって教育長に願
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 その委任を受けた者に願い出なければならな

い。 

 

（休暇） 

第１１条　略 

２及び３　略 

４　職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けよ

うとするときは、前項の規定による願い出の

際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分

に明らかにする証明書類を添えなければならな

い。 

(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該

期間における週休日、週休日のほかに設ける

勤務時間を割り振らない日、時間外勤務代休

時間全指定日（勤務時間等規則第１０条第１

項に規定する時間外勤務代休時間全指定日を

いう。）、学校職員の休日及び学校職員の休

日の代休日以外の日（以下この項において

「要勤務日」という。）の日数が３日以下で

あるものを除く。） 

(2) 略 

５～１０　略 

 

（修学部分休業取消申請書） 

第２５条　略 

 

（高齢者部分休業の承認申請） 

第２６条　職員は、職員の高齢者部分休業に関す

る条例(令和４年埼玉県条例第３０号)第２条の

い出なければならない。 

 

 

（休暇） 

第１１条　略 

２及び３　略 

４　職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けよ

うとするときは、前項の規定による願い出の

際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分

に明らかにする証明書類を添えなければならな

い。 

(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該

期間における週休日、時間外勤務代休時間全

指定日（勤務時間等規則第１０条第１項に規

定する時間外勤務代休時間全指定日をい

う。）、学校職員の休日及び学校職員の休日

の代休日以外の日（以下この項において「要

勤務日」という。）の日数が３日以下である

ものを除く。） 

 

　(2) 略 

５～１０　略 

 

（修学部分休業取消申請書） 

第２５条　略 
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 規定による高齢者部分休業の承認の申請をしよ

うとするときは、教育長が別に定める日まで

に、高齢者部分休業承認申請書（様式第２７

号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２　教育委員会は、高齢者部分休業の承認の申請

をした職員に対し、当該申請の内容を確認する

ため必要があると認める書類の提出を求めるこ

とができる。 

 

（高齢者部分休業の変更承認等申請） 

第２７条　高齢者部分休業をしている職員は、現

に承認を受けている高齢者部分休業の一部変

更、又は取消しを申請するときは、高齢者部分

休業変更承認等申請書（様式第２８号）を教育

委員会に提出しなければならない。 

２　前条第２項の規定は、前項に規定する申請に

ついて準用する。 

 

（自己啓発等休業の承認申請） 

第２８条　職員は、職員の自己啓発等休業に関す

る条例（平成２３年埼玉県条例第１０号。以下

この条及び次条において「自己啓発等休業条

例」という。）第２条の規定により自己啓発等

休業の承認を申請しようとするときは原則とし

て当該自己啓発等休業をしようとする期間の始

まる日の１月前までに、自己啓発等休業条例第

７条第１項の規定により自己啓発等休業の期間

の延長の申請をしようとするときは原則として

現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（自己啓発等休業の承認申請） 

第２６条　職員は、職員の自己啓発等休業に関す

る条例（平成２３年埼玉県条例第１０号。以下

この条及び次条において「自己啓発等休業条

例」という。）第２条の規定により自己啓発等

休業の承認を申請しようとするときは原則とし

て当該自己啓発等休業をしようとする期間の始

まる日の１月前までに、自己啓発等休業条例第

７条第１項の規定により自己啓発等休業の期間

の延長の申請をしようとするときは原則として

現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の
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 満了する日の１月前までに、自己啓発等休業承

認申請書（様式第２９号）を埼玉県教育委員会

に提出しなければならない。 

２　略 

 

（自己啓発等休業状況報告書） 

第２９条　職員は、自己啓発等休業条例第９条第

１項の規定により大学等課程の履修又は国際貢

献活動の状況について報告しようとするとき

は、自己啓発等休業状況報告書（様式第３０

号）を埼玉県教育委員会に提出しなければなら

ない。 

２　略 

 

（配偶者同行休業の承認申請） 

第３０条　職員は、職員の配偶者同行休業に関す

る条例（平成２６年埼玉県条例第３７号。以下

この条及び次条において「配偶者同行休業条

例」という。）第２条の規定により配偶者同行

休業の承認の申請をしようとするときは原則と

して当該配偶者同行休業をしようとする期間の

始まる日の１月前までに、配偶者同行休業条例

第６条第１項の規定により配偶者同行休業の期

間の延長の申請をしようとするときは原則とし

て現に承認を受けている配偶者同行休業の期間

の満了する日の１月前までに、配偶者同行休業

承認申請書（様式第３１号）を埼玉県教育委員

会に提出しなければならない。 

２　略 

満了する日の１月前までに、自己啓発等休業承

認申請書（様式第２７号）を埼玉県教育委員会

に提出しなければならない。 

２　略 

 

（自己啓発等休業状況報告書） 

第２７条　職員は、自己啓発等休業条例第９条第

１項の規定により大学等課程の履修又は国際貢

献活動の状況について報告しようとするとき

は、自己啓発等休業状況報告書（様式第２８

号）を埼玉県教育委員会に提出しなければなら

ない。 

２　略 

 

（配偶者同行休業の承認申請） 

第２８条　職員は、職員の配偶者同行休業に関す

る条例（平成２６年埼玉県条例第３７号。以下

この条及び次条において「配偶者同行休業条

例」という。）第２条の規定により配偶者同行

休業の承認の申請をしようとするときは原則と

して当該配偶者同行休業をしようとする期間の

始まる日の１月前までに、配偶者同行休業条例

第６条第１項の規定により配偶者同行休業の期

間の延長の申請をしようとするときは原則とし

て現に承認を受けている配偶者同行休業の期間

の満了する日の１月前までに、配偶者同行休業

承認申請書（様式第２９号）を埼玉県教育委員

会に提出しなければならない。 

２　略 
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（配偶者同行休業状況報告書） 

第３１条　職員は、配偶者同行休業条例第８条第

１項の規定により、配偶者同行休業に係る状況

について報告しようとするときは、配偶者同行

休業状況報告書（様式第３２号）を埼玉県教育

委員会に提出しなければならない。 

２　略 

 

（研修） 

第３２条　職員は、教育公務員特例法第２２条第

２項の規定により勤務場所を離れて研修を行お

うとするときは、研修承認願（様式第３３号）

を校長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

２　略 

３　第１項の規定による承認を受けた職員は、研

修が終了したときは、速やかに研修報告書（様

式第３４号）を校長に提出しなければならな

い。 

 

（復命） 

第３３条　略 

 

（氏名、住所等の変更） 

第３４条　職員は、氏名、住所等を変更したとき

は、氏名（住所）変更届（様式第３５号）をも

って、速やかに教育長に届け出なければならな

い。 

 

（配偶者同行休業状況報告書） 

第２９条　職員は、配偶者同行休業条例第８条第

１項の規定により、配偶者同行休業に係る状況

について報告しようとするときは、配偶者同行

休業状況報告書（様式第３０号）を埼玉県教育

委員会に提出しなければならない。 

２　略 

 

（研修） 

第３０条　職員は、教育公務員特例法第２２条第

２項の規定により勤務場所を離れて研修を行お

うとするときは、研修承認願（様式第３１号）

を校長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

２　略 

３　第１項の規定による承認を受けた職員は、研

修が終了したときは、速やかに研修報告書（様

式第３２号）を校長に提出しなければならな

い。 

 

（復命） 

第３１条　略 

 

（氏名、住所等の変更） 

第３２条　職員は、氏名、住所等を変更したとき

は、氏名（住所）変更届（様式第３３号）をも

って、速やかに教育長に届け出なければならな

い。 
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（兼職及び他の事業等への従事等） 

第３５条　職員は、教育に関する他の職を兼ね、

若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に

従事し、又は営利企業に従事等しようとすると

きは兼職（兼業）承認（許可）願（様式第３６

号）をもって教育委員会に願い出なければなら

ない。 

２　校長は、前項の兼職（兼業）承認（許可）願

に、兼職（兼業）承認（許可）願（副申）（様

式第３７号）を添付しなければならない。 

 

（専従許可） 

第３６条　職員は、登録を受けた職員団体の役員

として当該職員団体の業務に専ら従事するため

地方公務員法第５５条の２第１項ただし書の規

定による許可を受けようとするときは、専従願

（様式第３８号）を教育委員会に、専従許可願

（様式第３９号）を埼玉県教育委員会にそれぞ

れ提出しなければならない。 

２　略 

 

（退職願） 

第３７条　職員は、退職しようとするときは、原

則として退職を希望する日の３週間前までに、

退職願（様式第４０号）を埼玉県教育委員会に

提出しなければならない。 

 

（校務報告） 

 

（兼職及び他の事業等への従事等） 

第３３条　職員は、教育に関する他の職を兼ね、

若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に

従事し、又は営利企業に従事等しようとすると

きは兼職（兼業）承認（許可）願（様式第３４

号）をもって教育委員会に願い出なければなら

ない。 

２　校長は、前項の兼職（兼業）承認（許可）願

に、副申書（様式第３５号）を添付しなければ

ならない。 

 

（専従許可） 

第３４条　職員は、登録を受けた職員団体の役員

として当該職員団体の業務に専ら従事するため

地方公務員法第５５条の２第１項ただし書の規

定による許可を受けようとするときは、専従願

（様式第３６号）を教育委員会に、専従許可願

（様式第３７号）を埼玉県教育委員会にそれぞ

れ提出しなければならない。 

２　略 

 

（退職願） 

第３５条　職員は、退職しようとするときは、原

則として退職を希望する日の３週間前までに、

退職願（様式第３８号）を埼玉県教育委員会に

提出しなければならない。 

 

（校務報告） 
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 第３８条　略 

 

（書類の経由及び副申） 

第３９条　略 

２　略 

 

（委任） 

第４０条　略 

 

別紙１ 

 

別紙２ 

 

様式第２９号（第２８条関係） 

 

様式第３０号（第２９条関係） 

 

様式第３１号（第３０条関係） 

 

様式第３２号（第３１条関係） 

 

第３６条　略 

 

（書類の経由及び副申） 

第３７条　略 

２　略 

 

（委任） 

第３８条　略 

 

 

 

 

 

様式第２７号（第２６条関係） 

 

様式第２８号（第２７条関係） 

 

様式第２９号（第２８条関係） 

 

様式第３０号（第２９条関係） 

 

 自己啓発等休業承認申請書 

略

 自己啓発等休業状況報告書 

略

 配偶者同行休業承認申請書 

略

 配偶者同行休業状況報告書 

略

 自己啓発等休業承認申請書 

略

 自己啓発等休業状況報告書 

略

 配偶者同行休業承認申請書 

略

 配偶者同行休業状況報告書 

略
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 様式第３３号（第３２条関係） 

 

様式第３４号（第３２条関係） 

 

様式第３５号（第３４条関係） 

 

様式第３６号（第３５条関係） 

 

様式第３７号（第３５条関係） 

 

様式第３８号（第３６条関係） 

様式第３１号（第３０条関係） 

 

様式第３２号（第３０条関係） 

 

様式第３３号（第３２条関係） 

 

様式第３４号（第３３条関係） 

 

様式第３５号（第３３条関係） 

 

様式第３６号（第３４条関係） 

 略 

研修承認願 

略

 略 

研修報告書 

略

 略 

氏名（住所）変更届 

略

 略 

兼職（兼業）承認（許可）願 

略

 略 

兼職（兼業）承認（許可）願（副申） 

略

 略 

専従願 

略

 略 

研修承認願 

略

 略 

研修報告書 

略

 略 

氏名（住所）変更届 

略

 略 

兼職（兼業）承認（許可）願 

略

 略 

兼職（兼業）承認（許可）願（副申） 

略

 略 

専従願 

略
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様式第１１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式第３９号（第３６条関係） 

 

様式第４０号（第３７条関係） 

　　　

 

様式第３７号（第３４条関係） 

 

様式第３８号（第３５条関係） 

　　　

 略 

専従許可願 

略

 略 

退職願 

略

 略 

専従許可願 

略

 略 

退職願 

略
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様式第１２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16
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附　則 

　この規則は、公布の日から施行する。 

令和７年９月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　清水孝二　　 

提案理由 

　「職員の高齢者部分休業に関する条例」（令和４年埼玉県条例第３０号）及び「職員の

高齢者部分休業に関する規則」（令和５年埼玉県人事委員会規則２５－１）の一部改正、

並びに「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」（平成７年埼玉県条例第２８号）及

び「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」（平成７年埼玉県教育委員会規則第９

号）の一部改正、並びに「職務専念義務免除の取扱い」の一部改正に伴う、高齢者部分休

業の規定と校長が定める週休日等の割振り、職務専念義務免除の規定を定めたいので、こ

の案を提出するものである。 
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別紙１ 

様式第２７号（第２６条関係） 

高齢者部分休業承認申請書 

　　年　　月　　日 

 

　吉川市教育委員会　様 

 

 

学校名　　　　　　　　　　　　 

職 名　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　　　 

次のとおり高齢者部分休業の承認を申請します。 

 

 

　　　　（注） １「２休業時間（１週間当たり）」欄は、申請しようとする休業時間の内訳を 

併記すること。 

　２　高齢者部分休業の承認の取消しを申請する場合は、裏面に記入し、申請するこ 

とができる。 

 

 

 

 

 

１　申請期間
年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで 

　　　　　　　　　　　　　（定年退職日）

 

２　休業時間 

（１週間当たり）

時間 

（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 

３　申請理由
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別紙２ 

様式第２８号（第２７条関係） 

 

高齢者部分休業変更承認等申請書 

　　年　　月　　日 

 

　　　吉川市教育委員会　様 

 

 

学校名　　　　　　　　　　　　 

職 名　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　　　 

次のとおり高齢者部分休業の承認を申請します。 

 

 

　　　　（注）「３　変更後の休業時間（１週間当たり）」欄は、変更の承認を申請しようとす                                                                       

る休業時間の内訳を併記すること。 

 

 

 

１　変更・取消し 

　　の理由

 

２　変更後の期間
年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで 

　　　　　　　　　　　　　（定年退職日）

 
３　変更後の 

休業時間 

（１週間当たり）

時間 

（内訳　　　　            　　　　　　　）
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第２７号議案 

令和８年度当初吉川市教職員人事異動方針及び令和８年度当初吉川市立小・中学校

教職員人事異動方針細部事項について 

　「令和８年度当初吉川市教職員人事異動方針」（別紙）及び「令和８年度当初吉川市立小・

中学校教職員人事異動方針細部事項」（別紙）を定めることについて、議決を求める。 

　　令和７年９月２５日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市教育委員会教育長　清水孝二 

　 

提案理由 

　埼玉県教育委員会教育長から「令和８年度当初教職員人事異動方針について（通知）」[ 令

和７年８月２０日付教県第５３８号 ]、「令和８年度当初市町村立小・中学校等教職員人事

異動方針細部事項について（通知）」、[ 令和７年８月２７日付教小第２５３号]が各市町村

教育委員会教育長に通知されたことを受け、本市教育委員会としての方針等を定めるため、

この案を提案するものである。 
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令和８年度当初吉川市教職員人事異動方針 

 

吉川市教育委員会 

　 

１　基本方針 

埼玉県教育委員会の令和８年度当初教職員人事異動方針（教県第５３８号　令和

７年８月２０日）に基づき、吉川市の基本方針を策定した。 

　 

（１）吉川市教育界の活性化を図り、気風を刷新して教育効果を高めるため、人材

を抜擢し、適材を適時に適所に配置することを基本に異動を推進する。 

（２）吉川市教育界の人材育成を期して、教職員の視野を広め職務経験を豊かにす

るための異動を推進する。 

（３）教育の機会均等を図るため、各学校の教職員組織の充実と均衡化に努める。 

（４）吉川市の教育水準の向上を図るため、全市的視野から長期的展望に立って、

計画的に選考、異動を実施する。 

（５）新採用教職員については、人材育成の観点及び学校間の教職員組織の均衡を

勘案して適切な配置に努める。 

（６）役職定年後の教職員及び再任用職員については、豊かな経験を生かすととも

に、調和のとれた学校運営に資するため、全市的視野から適切な配置に努める。 

（７）女性教職員の個々の能力、適性等を考慮し、管理職への積極的な登用に努める。 

（８）障害のある教職員については、個々の障害の状況、能力、適性等を考慮し、適切な

配置に努める。 

 

２　転任・転補 

　 

（１）魅力ある学校づくりを推進するため、教職員の特性、能力、勤務実績及び職務経験

並びに各学校の教職員構成及び地域社会との関係を考慮して、適材を適時に適所に配

置する。 

（２）人事異動にあたっては、教職員組織の充実を図るため、学校間の教職員の性別、年

齢、教科等の構成の均衡に配慮する。 

（３）教職員の視野を広め職務経験を豊かにするとともに、学校の活力を高めるため、新

規採用後早期に複数校を経験するよう、積極的に異動を行う。 

（４）学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、同一校勤続年数の

長い者については、積極的に異動を行う。 

（５）校長、副校長、教頭及び主幹教諭については、学校の活性化を図るため、勤務の実

績及び能力等を考慮し、広域的な異動を行う。 

 

　 

別紙
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３　登用 

 

校長、副校長、教頭、事務長等及び主幹教諭は、有資格者の中から、全県的視野の下に

真にその職に適する者を登用する。 

また、女性教職員の管理職への積極的な登用に努めるとともに、若手教職員の管理職へ

の登用に努める。 

 

４　人事交流 

 

　　教職員の視野を広げ、教職員組織を活性化するため、小学校・中学校・義務教

育学校・高等学校・特別支援学校等との間の人事交流を積極的に行う。 
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令和８年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針細部事項 

 

吉川市教育委員会 
 
　令和８年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動は、「令和８年度当初吉川市教職員

人事異動方針」に基づき、次に掲げる各項目に従い実施する。 
 
１ 基本方針関係  

(1) 新採用教職員  

新採用教職員の配置については、採用候補者名簿に登載された者の中から、人材育

成の観点及び学校間の教職員組織の均衡を勘案して、全市的視野に立って行う。  

(2) 再任用職員  

再任用職員については、従前の勤務実績に基づく選考により再任用する。  

なお、再任用に当たっては、当分の間、退職時における勤務校を所管する吉川市教

育委員会の管内への配置を原則とする。ただし、これにより難い場合は、広域的な異

動により適切に配置を行う。 

(3) 役職定年後の教職員 

　　　役職定年後の教職員は、当分の間、役職定年時における勤務校を吉川市教育委員会

の管内への配置を原則とする。ただし、これにより難い場合は、広域的な異動により

適切に配置を行う。 

 

２ 転任・転補関係  

(1) 転任・転補については、教職員の意向を把握し、人事異動方針及び細部事項に基づ

いて行う。  

(2) 教職員の視野を広げ、職務経験を豊かにするため、市町村間の異動を積極的に行う

とともに、校種間の人事交流に努める。  

(3) 次の教員（教頭及び主幹教諭を除く。）、事務職員、学校栄養職員については、原

則として異動を行わない。  

ア 同一校在職３年未満の者  

イ 産休・育休等を取得中及び妊娠中の者  

ウ 休職中の者  

(4) 経験豊かな教職員（教頭及び主幹教諭を除く。）の異動については、各学校の教職

員構成及び学校運営の適正化を図るため、計画的に推進する。  

特に、教頭候補者名簿登載者の異動を積極的に行う。  

(5) 事務職員については、職務経験等を考慮した計画的、積極的な異動を行う。  

特に、事務主幹については、同一校に複数配置をすることのないよう異動を行う。  

(6) 学校栄養職員については、配当定数並びに給食施設の設置、廃止及び改修に関する

計画に留意しながら、共同調理場相互の異動に限ることなく、地域の実情に応じて各

学校間での異動を積極的に推進する。  

別紙
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(7) 児童生徒数が少ない地域の学校における教職員組織の充実を図るため、それ以外の

地域の学校との交流に努める。  

(8)  大規模校及び吉川市立吉川中学校については、将来一時的に異動が集中しないよう、

長期的展望をもって計画的な人事異動を行う。 

(9) 新設校あるいは通学区域に変更等のある学校については、管理職を含めて教職員組

織の充実を図る。  

(10) 新採用の教員、事務職員及び学校栄養職員については、多様な経験を積ませ、資質

の向上を図るため、採用後６年以内に異動を行う。その際、原則として市町村間の異

動を行う。  

(11) 学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、教員、事務職員及

び学校栄養職員は、同一校在職１０年以内に異動を行う。  

特に、７年以上の者については、積極的に異動を行う。  

(12) 過員を調整するための異動については、優先して行う。  

特に、市町村間・教育事務所間、校種間の異動も含め、重点的に行う。  

また、小・中学校間の異動については、資格及び特性等を考慮して行う。 

(13) 管理職の異動については、学校の効率的運営と適正な管理が行われるよう、年齢・

経験年数・特性等を考慮して行う。  

また、原則として、校長・教頭の同時異動は行わない。  

(14) 地域差・学校差の是正を図るため、校種及び学校規模等を配慮し、市町村間・教育

事務所間の異動を行う。  

(15) 魅力ある学校づくりを推進するために、市町村間の異動に努める。  

(16) 小中学校９年間を一貫した教育の推進を図るために、小・中学校間の異動に努める。  

(17) 女性教職員の異動については、個々の能力が十分に発揮できるよう配慮する。  

(18) 障害のある教職員の異動については、個々の障害の状況、能力、適性等を考慮して

行う。  

(19) 教職員の心身の状況に応じて、可能な範囲で人事上の配慮を行う。  

(20) 子育てや介護など、教職員の家庭状況に応じ、可能な範囲で人事上の配慮を行う。  

 

３ 登用関係  

(1) 主幹教諭への登用は、教頭候補者名簿に登載された者の中から行う。  

その際、他の市町村教育委員会管内及び他の教育事務所管内からの登用を積極的に

推進する。  

(2) 管理職への登用は、校長・教頭候補者名簿に登載された者の中から行う。  

その際、広域的視野から、他の市町村教育委員会管内及び他の教育事務所管内から

の登用を積極的に推進する。  

なお、女性教職員の管理職への積極的な登用に努めるとともに、若手教職員の管理

職への登用に努める。  
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４ 人事交流関係  

国立大学法人埼玉大学附属学校及びさいたま市立学校との人事交流については、埼玉

県教育委員会と関係機関が協議の上行う。 

 

５ その他  

(1) 長期的展望に立った人事異動計画の立案と実施について  

ア吉川市教育委員会及び校長は、各学校の教職員構成の適正化に配慮し、長期的展望

に立った人事異動計画を立案する。  

イ吉川市教育委員会及び校長は、大規模校及び生徒数が毎年増加し続けている吉川市

立吉川中学校の長期的展望に立った人事異動計画を立案する。 

(2) 退職  

ア 定年退職については、職員の定年等に関する条例の定めるところによるものとする。  

イ 勧奨退職については、学校職員勧奨退職取扱要綱に定めるところによるものとする。

令和７年度、退職の勧奨は原則行わない。ただし、勧奨退職制度を廃止するもので

はないことから、退職を願い出た者の中で、当該制度の趣旨に沿う場合には柔軟に

対応する。 

なお、学校職員勧奨退職取扱要綱第２の「教育長が定める期日」は、令和７年１２

月８日とする。 

(3) 降任  

ア 管理職の希望による降任については、「校長、副校長及び教頭の希望による降任制

度実施要綱」に基づき行う。  

イ 主幹教諭の希望による降任については、「校長、副校長及び教頭の希望による降任

制度実施要綱」に準じて行う。 
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第２８号議案 

　　　吉川市図書館条例施行規則の一部を改正する規則について 

　吉川市図書館条例施行規則（平成１１年吉川市教委規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応す

る同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項号」という。）

が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項号とし、移動後項号に対応する移動項が

存在しない場合には、当該移動後項号（以下「追加項号」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項号を除

く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に

改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　（貸出利用者の範囲等） 

第３条　図書館資料（電子書籍（図書館資料と同等

の内容を有する電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。）であって、

インターネットを通じて利用が可能なものをい

う。以下同じ。）を除く。）の貸出しを受けること

ができるものは、次のとおりとする。ただし、教

育委員会が認めた場合は、この限りでない。 

　(1)～(3) 略 

２　電子書籍の貸出しを受けることができる者は、

前項第１号に掲げる者とする。 

３　図書館資料の貸出しを受けようとするものは、

 

　（貸出利用者の範囲及び手続） 

第３条　図書館資料の貸出しを受けることができ

るものは、次のとおりとする。ただし、教育委員

会が認めた場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

　(1)～(3) 略 

　 

 

２　図書館資料の貸出しを受けようとするものは、
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 図書利用カード申込書（様式第１号）を提出して、

図書利用カード（様式第２号）の交付を受け、利

用の都度当該図書利用カード又は教育委員会が

定める手続により取得した当該図書利用カード

に係る登録番号のバーコードを提示しなければ

ならない。 

４　前項の規定にかかわらず、吉川市立学校設置条

例（昭和４７年吉川町条例第４号）に規定する小

中学校に就学し、又は勤務する者が教育委員会か

ら貸与された情報通信機器を利用して電子書籍

(貸出数量に制限がない電子書籍に限る。)の貸出

しを受ける場合は、図書利用カードの交付を受け

ることを要しない。 

５　図書利用カードは、他に譲渡し、貸与し、又は

不正に使用してはならない。 

６　教育委員会は、図書利用カードの交付を受けた

ものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当

該図書利用カードを失効させることができる。 

　(1) 第３条第１項各号に掲げるものに該当しな

くなった場合 

　(2) 図書利用カードを紛失した場合 

　(3) 継続して５年間図書館資料の貸出しがない

場合 

　(4) 前項の規定に違反した場合 

 

（貸出数量及び貸出期間） 

第５条　貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとす

る。ただし、教育委員会が認める場合は、この限

りではない。 

図書利用カード申込書（様式第１号）を提出して、

図書利用カード（様式第２号）の交付を受け、こ

れにより申し込まなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸出数量及び貸出期間） 

第５条　貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとす

る。ただし、教育委員会が認める場合は、この限

りではない。 

29



 　(1) 個人貸出し　 

 (2)　略 

 

（貸出しの制限） 

第６条　略 

２　教育委員会は、図書館資料を貸出期間内に返納

しないもの又は損害の弁償を行わないものに対

し、図書館資料の貸出しを制限することができ

る。 

 

（指定管理者による管理） 

第１１条　条例第９条の規定により指定管理者に

図書館の管理を行わせるときは、第２条第１項及

び第２項、第３条第１項、同項第２号及び第６項、

第４条、第５条並びに第６条第１項及び第２項の

適用についてはこれらの規定中「教育委員会」と

あるのは「指定管理者」と、様式第１号の適用に

ついては、同号中「吉川市教育委員会教育長」と

あるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

　(1) 個人貸出し 

 

 

 

 

 

 

(2)　略 

 

（貸出しの制限） 

第６条　略 

２　教育委員会は、図書館資料を貸出期間内に返納

しないものに対し、図書館資料の貸出しを制限す

ることができる。 

 

 

（指定管理者による管理） 

第１１条　条例第９条の規定により指定管理者に

図書館の管理を行わせるときは、第２条第１項及

び第２項、第３条第１項及び同項第２号、第４条、

第５条並びに第６条第１項及び第２項の適用に

ついてはこれらの規定中「教育委員会」とあるの

は「指定管理者」と、様式第１号の適用について

は、同号中「吉川市教育委員会教育長」とあるの

は「指定管理者」と読み替えるものとする。 

 
図書館資料 貸出数量 貸出期間

 
略

 
絵画 １点 ３０日以

内

 電子書籍 ３点以内。た

だし、教育委

員会が指定す

る電子書籍に

あっては、制

限なし

１ ４ 日 以

内

 
図書館資料 貸出数量 貸出期間

 
略

 
絵画 １点 ３０日以

内
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附　則 

　この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

令和７年９月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　清水孝二　　 

 

提案理由 

市立図書館における電子書籍の導入や図書利用カードの電子化に伴う貸出手続等を定

めるほか、これまで個別の運用により対応してきた事項を規定するため、この案を提出す

るものである。
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第２９号議案 

吉川市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

　（吉川市公民館条例施行規則の一部改正） 

第１条　吉川市公民館条例施行規則（昭和６２年吉川町教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

　　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応

する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改

正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

（使用許可の手続等） 

第４条　略 

２　前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域

公共施設予約案内システムの利用に関する規則

（平成１６年吉川市教育委員会規則第２号）第

６条の規定により公共施設予約案内システムの

利用者として登録を受けているものは、公共施

設予約案内システムに必要な事項を入力するこ

とにより申請することができる。許可に係る事

項を変更しようとするときも、同様とする。 

３及び４　略 

 

（使用料の納付） 

第５条　前条第３項の規定により許可を受けたも

のは使用許可書の交付の際、前条第４項の規定

により許可を受けたものは使用の日までに現金

　 

（使用許可の手続等） 

第４条　略 

２　前項の規定にかかわらず、埼玉県東南部地域

公共施設予約案内システムの利用に関する規則

（平成１６年吉川市教育委員会規則第２号）第

６条の規定により公共施設予約案内システムの

利用者として登録を受けているものは、公共施

設予約案内システムに必要な事項を入力するこ

とにより申請することができる。 

 

３及び４　略 

 

（使用料の納付） 

第５条　前条第３項の規定により許可を受けたも

のは使用許可書の交付の際、前条第４項の規定

により許可を受けたものは使用の日までに現金
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（吉川市地区センター条例施行規則の一部改正） 

第２条　吉川市地区センター条例施行規則（平成９年吉川市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応

する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改

正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 により又は使用の日の属する月の翌月末日（当

日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日）

までに口座振替により納入しなければならな

い。 

 

 

（使用料の免除） 

第６条　略 

２　略 

３　前項第２号の規定により使用料の免除を受け

ようとする者は、教育委員会に吉川市公民館使

用料免除申請書（様式第３号）及びその他の教

育委員会が必要と認める書類を提出しなければ

ならない。ただし、教育委員会が別に定める場

合は、この限りでない。 

により又は当該許可に係る使用料の埼玉県東南

部地域公共施設予約案内システムの利用に関す

る規則第１１条第１項の規定による納入通知を

教育委員会が発した日の属する月の２６日まで

に口座振替により納入しなければならない。 

 

（使用料の免除） 

第６条　略 

２　略 

３　前項第２号の規定により使用料の免除を受け

ようとする者は、教育委員会に吉川市公民館使

用料免除申請書（様式第３号）を提出し、免除に

該当することの確認できるものを提示しなけれ

ばならない。

 改正後 改正前

  

（使用料の納付） 

 

（使用料の納付） 
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（吉川市民交流センターおあしす条例施行規則の一部改正） 

第３条　吉川市民交流センターおあしす条例施行規則（平成１４年吉川市教育委員会規則

第１０号）の一部を次のように改正する。 

　　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「移動項」

という。）に対応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条にお

いて「移動後項」という。）が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動

項に対応する移動後項が存在しない場合には、当該移動項（以下この条において「削除

項」という。）を削る。 

 第７条　略 

２　前項の規定にかかわらず、第４条第２項前段

又は後段の規定（第５条第３項において準用す

る場合を含む。）により申請した施設等の使用に

係る使用料は、使用の日までに現金により又は

使用の日の属する月の翌月末日（当日が金融機

関の休業日である場合は、翌営業日）までに口

座振替により納入しなければならない。 

 

 

 

（使用料の免除） 

第８条　略 

２　略 

３　前項第２号の規定により使用料の免除を受け

ようとする者は、教育委員会に吉川市地区セン

ター使用料免除申請書（様式第７号）及びその

他の教育委員会が必要と認める書類を提出しな

ければならない。ただし、教育委員会が別に定

める場合は、この限りでない。 

第７条　略 

２　前項の規定にかかわらず、第４条第２項前段

又は後段の規定（前条第３項において準用され

る場合を含む。）により申請した施設等の使用に

係る使用料は、使用の日までに現金により又は

当該使用料に係る埼玉県東南部地域公共施設予

約案内システムの利用に関する規則第１１条第

１項の規定による納入通知を教育委員会が発し

た日の属する月の２６日までに口座振替により

納入しなければならない。 

 

（使用料の免除） 

第８条　略 

２　略 

３　前項第２号の規定により使用料の免除を受け

ようとするものは、教育委員会に吉川市地区セ

ンター使用料免除申請書（様式第７号）を提出

し、免除に該当することの確認できるものを提

示しなければならない。
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　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下この条

において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項

の表示を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部

分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加

える。 

　次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下この条において「移動

様式」という。）に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下

この条において「移動後様式」という。）が存在する場合には、当該移動様式を当該移動

後様式とし、移動様式に対応する移動後様式が存在しない場合には、当該移動様式を削

る。 

 

 改正後 改正前

  

　（許可書の交付） 

第４条　略 

 

 

 

 

２　略 

 

（使用料の納付） 

第５条　略 

２　前項の規定にかかわらず、第３条第２項前段

又は後段の規定により申請した施設等の使用に

係る使用料は、使用の日までに現金により又は

使用の日の属する月の翌月の末日（当日が金融

機関の休業日である場合は、翌営業日）までに

 

（許可書の交付） 

第４条　略 

２　教育委員会は、前条第４項の規定による申請

について許可したときは、当該申請をした者が

必要とする場合、使用許可書（様式第３号）を交

付するものとする。 

３　略 

 

（使用料の納付） 

第５条　略 

２　前項の規定にかかわらず、第３条第２項前段

又は後段の規定により申請した施設等の使用に

係る使用料は、使用の日までに現金により又は

当該使用料に係る埼玉県東南部地域公共施設予

約案内システムの利用に関する規則第１１条第
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 口座振替により納入しなければならない。 

 

 

 

（使用料の免除） 

第６条　略 

２　略 

３　前項第２号の規定により使用料の免除を受け

ようとする者は、教育委員会に使用料免除承認

申請書（様式第３号）及びその他の教育委員会

が必要と認める書類を提出しなければならな

い。ただし、教育委員会が別に定める場合は、こ

の限りでない。 

 

（使用料の還付） 

第７条　略 

２　条例第１２条第３号に該当するときは、使用

料の還付を受けようとするもの（以下この条に

おいて「申請者」という。）は、吉川市民交流セ

ンターおあしす使用料還付申請書（様式第４号）

を教育委員会に提出しなければならない。 

３　教育委員会は、前項の規定により吉川市民交

流センターおあしす使用料還付申請書の提出を

受けた場合において、その適否を審査したとき

又は条例第１２条第１号若しくは第３号に該当

するときは、吉川市民交流センターおあしす使

用料還付決定通知書（様式第５号）により申請

者又は当該該当者に交付しなければならない。 

４及び５　略 

 

１項の規定による納入通知を教育委員会が発し

た日の属する月の２６日までに口座振替により

納入しなければならない。 

 

（使用料の免除） 

第６条　略 

２　略 

３　前項第２号の規定により使用料の免除を受け

ようとする者は、教育委員会に使用料免除承認

申請書（様式第４号）を提出し、免除に該当する

ことの確認できるものを提示しなければならな

い。 

 

 

（使用料の還付） 

第７条　略 

２　条例第１２条第３号に該当するときは、使用

料の還付を受けようとするもの（以下この条に

おいて「申請者」という。）は、吉川市民交流セ

ンターおあしす使用料還付申請書（様式第５号）

を教育委員会に提出しなければならない。 

３　教育委員会は、前項の規定により吉川市民交

流センターおあしす使用料還付申請書の提出を

受けた場合において、その適否を審査したとき

又は条例第１２条第１号若しくは第３号に該当

するときは、吉川市民交流センターおあしす使

用料還付決定通知書（様式第６号）により申請

者又は当該該当者に交付しなければならない。 

４及び５　略 
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 （指定管理者による管理） 

第１３条　条例第１７条の規定により指定管理者

におあしすの管理を行わせる場合における本則

（第３条第１項、第３項及び第４項、第４条、第

６条第２項第２号及び第３項並びに第７条第１

項第１号及び第２項から第５項までの規定に限

る。以下この条において同じ。）及び様式第１号

から様式第５号までの規定の適用については、

本則中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

と、様式第１号から様式第５号までの規定中「吉

川市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理

者」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

様式第４号（第７条関係） 

（指定管理者による管理） 

第１３条　条例第１７条の規定により指定管理者

におあしすの管理を行わせるときは、第４条第

１項から第３項まで、第６条第２項第２号及び

第３項並びに第７条第１項第１号及び第２項か

ら第５項までの適用についてはこれらの規定中

「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様

式第１号、様式第２号及び様式第４号から第６

号までの規定の適用についてはこれらの規定中

「吉川市教育委員会教育長」とあるのは「指定

管理者」と読み替えるものとする。 

 

 

様式第３号（第４条関係） 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

様式第５号（第７条関係） 

 吉川市民交流センターおあしす使用料免除 

承認申請書 

略

 吉川市民交流センターおあしす使用料還付 

 No.　　　 

使用許可書 

 

氏　名　　　　　　　　　様 

使用料　     　         円 

 

吉川市民交流センターおあしす

 吉川市民交流センターおあしす使用料免除 

承認申請書 

略

 吉川市市民交流センターおあしす使用料還付
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（埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用に関する規則の一部改正） 

第４条　埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用に関する規則（平成１６年吉

川市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

　　様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第７条関係） 

 

様式第６号（第７条関係） 

 申請書 

略

 吉川市民交流センターおあしす使用料還付 

決定通知書 

略

 

 申請書 

略

 吉川市市民交流センターおあしす使用料還付

決定通知書 

略
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　　様式第３号を次のように改める。 
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様式第４号を次のように改める。 
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附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この規則による改正前の吉川市民交流センターおあしす条例施行規則に定める様式に

よる用紙及び埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用に関する規則に定め

る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

令和７年９月２５日提出 

吉川市教育委員会教育長　清水孝二　　 

提案理由 

埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムを使用した口座振替データの伝送方法の

変更に伴い口座振替日を変更するとともに、各施設における実際の窓口業務に合わせ、所

要の整備を行うものである。

44


